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（
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
百
六
十
八
条

独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
役
員
」
を
「
理
事
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」

を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
法
の
一
部
改
正
）

第
百
六
十
九
条

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

情
報
・
研
修
館
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
役
員
」
を
「
理
事
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」

を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
条

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業

技
術
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）」に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、「
中
期
目
標

の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」に
、「
中
期
計
画
」

を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の

意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
一
条

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を「（
行
政
執
行
法
人
）」に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、「
特

定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
等
）

第
九
条

通
則
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
個
別
法
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

２

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。）の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
毎
事
業
年
度
」
に
、「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
」
を
「
翌
事
業
年
度
に
係
る

通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
」
に
、「
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
翌
事
業

年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
二
条

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監

事
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第

四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を

「
第
七
号
」
に
、「
元
本
補
て
ん
」
を
「
元
本
補

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
第
五
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
又
は
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も

に
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
三
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」を「
国

立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び

監
事
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法

人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）」に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、「
中
期
目
標

の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」に
、「
中
期
計
画
」

を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の

意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。
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